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H15.4.1三重県公共工事共通仕様書改訂内容

ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
請負者は、次に示す例に従って・・・・・・・・・・ 請負者は、請負代金額が２，５００万円以上（建築一式工事の場合は５，０ 専任技術者について名札の着1-8 1-1-12

００万円以上）の場合は、次に示す例に従って・・・・・・・・・・ 用を義務付け

（追加） 請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった 施工合理化調査への協力を追1-9 1-1-14 4
場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後に 記
おいても同様とする。

３．請負者は 「再生資源の利用の促進に関する法律（リサイクル法 （平成 ３．請負者は 「建設工事に係る資材の再資源等に関する法律 （平成１２年1-11 1-1-21 、 ）」 、 」
３年法律第４８号 「建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達 平成 ５月３１日 法律第１０４号 「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設）、 ）、
１０年１２月１日 「再生資源の資源の利用促進について（建設大臣官房技術 資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する指針 平成１４年４月三重県 三）」 」（ ）、「
審議官通達 平成３年１０月２５日 「三重県建設副産物処理基準（県土整 重県公共建設工事における分別解体等・再資源化等実施要領 （平成１４年７）」、 」
備部長、平成１１年４月 「三重県建設副産物再生資源資材使用基準（県土 月２２日施行 「建設副産物適正処理推進要綱 国土交通事務次官通達 平成）」、 ）、
整備部長 平成１１年７月 」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生 １４年５月３０日 「三重県建設副産物処理基準（県土整備部長、平成１５） ）、
資源の活用を図らなければならない。 年４月 「三重県建設副産物再生資源資材使用基準（県土整備部長 平成１）」、
４．請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する １年７月 」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ら）
場合には、再生資源利用計画書を「三重県建設副産物処理基準」に定める様式 なければならない。
に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。 ４．請負者は、請負金額が、 万円以上の工事については工事の着手まで500
なお、提出する対象は、搬入量に係わらず、請負額が５００万円以上の工事 に、三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用計画書 （建設資材を」

．．．

とする。 搬入する場合に使用）及び「再生資源利用促進計画書 （建設副産物を搬出す」
．．．

５ 請負者は 建設発生土 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 る場合に使用）を作成し、施工計画書に綴じ込んで監督員に提出するととも． 、 、 、 、
建設発生木材及び建設汚泥を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促 に （財）日本建設情報総合センター（ )が運用する「建設副産物情報、 JACIC
進計画を「三重県建設副産物処理基準」に定める様式に基づき作成し、施工計 交換システム」にデータを入力しなければならない。
画書に含め監督員に提出しなければならない。 ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。
なお、提出する対象は、搬出量に係わらず、請負額が５００万円以上の工事 ５．請負者は、前項の計画書を作成した工事が完了した場合、すみやかに三
とする。 重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用実施書 （建設資材を搬入し」

．．．

６．請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合に た場合に使用）及び「再生資源利用促進実施書 （建設副産物を搬出した場合」
．．．

は、工事完了後速やかに実施状況（実施書）を記録、作成し監督員に提出しな に使用）を作成し、監督員に提出するとともに （財）日本建設情報総合セン、
ければならない。 ター（ )が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータを入力しJACIC

なければならない。
６．前２項の計画書及び実施書は 「建設副産物情報交換システム」から印刷、
したものを提出できるものとする。

表 編 ７水道・工業用水道 編 ７水道・工業用水道1-14 1-2
章 ２．止水板設置 章 ２．構造物 誤記の訂正
種別 種別 止水板 誤記の訂正
章 ３．管路 章 ３．管路
種別 作業立杭 種別 作業立坑 誤記の訂正
細別 立杭寸法 細別 立坑寸法 誤記の訂正
章 ５．管弁類製作 章 ５．管弁類製作
種別 蝶型弁、流動調節弁 種別 蝶型弁、流量調節弁 誤記の訂正

編 ６道路 編 ６道路 落橋防止システムを追加
章 １５．道路修繕 章 １６．道路修繕
節 ６ 節 ６
種別 （追加） 種別 落橋防止システム
細別 （追加） 細別 アンカーボルト 鉄筋
確認時期 （追加） 確認時期 削孔完了時 鉄筋組立完了時
９．請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿 ９．①請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業 工事看板等に間伐材を使用す1-19 1-1-33
舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地 員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するととも ることの義務付け
域との積極的なコミニュケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとす に、地域との積極的なコミニュケーション及び現場周辺の美装化に努めるも
る。 のとする。
なお、工事現場のイメージアップの内容について、施工計画書の（１２）現 工事現場に設置する標示板、工事看板については、間伐材を使用するもの
場作業環境の整備に記載しなければならない。 とする。ただし、供給状況等により使用できない場合は、監督員と協議する

ものとする。また、バリケード等については、使用に努めることとする。
なお、工事現場のイメージアップの内容について、施工計画書の（１２）

現場作業環境の整備に記載しなければならない。
②請負者は、イメージアップ経費適用工事である場合は、施工前にはイ イメージアップ経費適用工事

メージアップ実施計画書を、また、工事完成時にはイメージアップ実績報告 に関して追記
書を監督員に提出しなければならない。
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ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
～ ２５．請負者は、地震防災対策強化地域における工事にあっては、工事中当地 ２５．請負者は、地震防災対策強化地域における工事にあっては、東海地震 警戒宣言が発せられた場合の1-20 1-1-33

域に警戒宣言が発せられた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに の判定会招集がなされた場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに 措置を判定会招集がなされた1-21
伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 場合の記述に改訂
また、地震防災強化地域以外における工事にあっては、東海地震の地震防災 また、地震防災強化地域以外における工事にあっては、東海地震の判定会招
強化地域にかかわる警戒宣言が発せられた場合には、一般交通等第３者に対す 集がなされた場合には、一般交通等第３者に対する安全及び工事現場内の安
る安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならな 全を確保するための保全処置を講じなければならない。
い。 （１）上記保全処置については 「共示」第１編 施工計画書の第１項、 1-1-5
（１）上記保全処置については 「共示」第１編 施工計画書の第１項 の（９）緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。、 1-1-5
の（９）緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。 （２）上記事実が発生した場合は、契約書第２６条（臨機の措置）の規定
（２）上記事実が発生した場合は、契約書第２６条（臨機の措置）の規定に によらなければならない。
よらなければならない。

３．請負者は、特記仕様書に定めがある場合、又は監督員の指示、又は承諾 ３．請負者は、工事写真について特記仕様書に電子納品の定めがある場合、 に基づき工事写真の電1-30 1-1-44 CALS
を受けた場合は、国土交通省の「工事完成図書の電子納品要領（案 「 又は監督員の指示、又は承諾を受けた場合は、別記に示す要領・基準（案） 子納品について改訂）」、 CAD
製図基準」に基づき工事施工段階の書類を電子記憶媒体にして提出するものと 等に基づき、成果品を電子媒体に格納して － で当面は２部（そのうちCD R
する。 １部は工事写真帳〈ＣＤ提出用〉に格納）を発注者に提出するものとする。
なお、書類を電子記憶媒体にファイルする場合は、その記録様式の説明書及 なお、工事写真を電子媒体で提出する場合、ＣＤ－Ｒのラベル作成につい
び記録様式を示す出力用紙の一部を添付するものとする。 ては三重県ＣＡＬＳ実証フィールド実験マニュアルに従うものとし、第１４
また、請負者は、特記仕様書に定めがある場合、又は監督員の指示又は承諾 号様式の電子媒体納品書とともに、撮影内容がわかるよう写真データの一覧
を受けた場合は、国土交通省の「デジタル写真管理情報基準（案 」に基づき （サムネール）をＡ－４判縦の用紙に印刷した資料を工事写真帳〈 ＣＤ提出）
工事写真を電子記憶媒体にして提出するものとする。 用〉に格納して提出するものとする。
なお、工事写真を電子記憶媒体で提出する場合は、撮影内容がわかるよう写
真一覧（コマ撮りにしたもの）を添付するものとする。 別記

電子納品について準拠すべき要領・基準（案）等
（三重県）
三重県 電子納品運用マニュアル（案）CALS
三重県 実証フィールド実験マニュアルCALS
（国土交通省）

H13.8工事完成図書の電子納品要領（案）
H14.7デジタル写真管理情報基準（案）
H13.3電子納品運用ガイドライン（案）

現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン
H14.2（案 「土木工事編」）

〈国土交通省大臣官房官庁営繕部〉
H14.11官庁営繕事業に係わる電子納品運用ガイドライン（案）
H14.11営繕工事電子納品要領（案）

〈国土交通省港湾局〉
地方整備局（港湾空港関係）の現場における電子納品に

H14.3関する事前協議ガイドライン（案）
地方整備局（港湾空港関係）における電子納品運用

H14.3ガイドライン（案）
（農林水産省農村振興局）

H14.7電子納品運用ガイドライン（案 （工事業務共通））
＊なお、上記要領・基準（案）等が改訂、追加された場合には、本仕様書の
改訂を待たず上記要領・基準（案）等に従うものとする。

表 「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」 改定に伴う1-47 2-22 JISK2208

表 「蒸発残留物伸度（１５℃ 」の項目 削除 改定に伴う1-48 2-23 JISK2208）
「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」

表 「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」 改定に伴う1-59 2-27-1 JISK2208

表 「蒸発残留物伸度（１５℃ 」の項目 削除 改定に伴う1-63 2-30 JISK2208）
「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」

表 「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」 改定に伴う2-32 JISK2208
表 「三塩化エタン可溶分」 「トルエン可溶分」2-33
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ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
表 銅 鋼 誤植1-94 3-2

請負者は、盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合は、表面に横断勾 請負者は、盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合は、表面に３～５ 河川土工マニュアルより、横1-172 4-3-3 10. 10.
配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければ ％程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われる 断勾配に「３～５％程度」を
ならない。 ようにしなければならない。 追記
工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物につ 工事完成後の維持管理にあたっての基礎資料とするため、重要構造物につ1-184 5-3-1 10. 10.

誤植

いては、ひび割れ発生状況の調査を請負者に実施させるものとし、調査結果を いては、ひび割れ発生状況の調査を請負者に実施させるものとし、調査結果
完成検査時に調査させること。 を完成検査時に提出させること。

表 （別紙）1-188 5-1

注７） 農林水産省農村振興局が所管する事業において、 は「 」を標準と 農林水産省農村振興局が所管する事業において、 は「 」を標準1-189 NO16 18-8-25 NO18 18-8-25
する。 とする。

（３）仮組立て時のボルト孔の精度 （３）仮組立て時のボルト孔の精度 鋼道路橋施工便覧より、摩擦1-215 6-1-3
①請負者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは、0.5mm以 ①請負者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは、1.0mm以下 接合の場合の規定を追加

下にしなければならない。 としなければならない。
②請負者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率 ②請負者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは、0.5mm以
を、表6-19のとおりにしなければならない。 下にしなければならない。

③請負者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率
を、表6-19のとおりにしなければならない。
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ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
４ （１） ４ （１）2-46 5-9-3 ． ．
⑤グラウトは、膨張率が０％の配合とするものとする。 ⑤グラウトは、膨張率が０．５％以下の配合とするものとする。 道路橋示方書と整合を図る

（５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウトが凍結することのな （５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウト温度は注入後少なく 道路橋示方書より、寒中施工2-47 5-9-3
いように、行うものとする。 とも５日間、５℃以上に保ち、凍結することのないように行うものとする。 における温度の規定を追加

２ （１） ２ （１）2-47 5-9-5 ． ．
プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用にあたり材質がエポキシ 道路橋示方書より、エポキシ
樹脂系接着剤で強度 耐久性及び水密性がブロック同等以上で かつ 表 樹脂系接着剤で強度 耐久性及び水密性がブロック同等以上で かつ 表 樹脂系接着剤を使用する場合、 、 、 、 、 、5-27 5-27
に示す条件を満足するものを使用するものとする。 に示す条件を満足するものを使用するものとする。エポキシ樹脂系接着剤を使 の品質について規定を追加
これ以外の場合は、設計図書によるものとする。なお、接着剤の試験方法と 用する場合は、室内で密封し、原則として製造後６か月以上経過したものは使
しては － － プレキャストコンクリート用エポキシ樹脂系接着 用してはならない。JSCE H101 1993
剤（橋げた用）品質規格（案 （土木学会コンクリート標準示方書・基準編） これ以外の場合は、設計図書によるものとする。なお、接着剤の試験方法と）
によるものとする。 しては － － プレキャストコンクリート用エポキシ樹脂系接着JSCE H101 1993

剤（橋げた用）品質規格（案 （土木学会コンクリート標準示方書・基準編））
によるものとする。

３．請負者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、監督員の承諾 ３．請負者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、監督員の承諾 水中不分離コンクリート設計3-2 1-3-4
を得なければならない。なお、水中打込みを行う場合は必ず静水中で行わなけ を得なければならない。なお、水中打込みを行う場合は必ず流速５ 以下 施工指針（案）により水中打cm/s
ればならない。 の静水中で、水中落下高さ５０ 以下で行わなければならない。 ち込みを具体に記述cm

２．請負者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはな ２．請負者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはな 水中不分離コンクリート設計3-8 1-8-7
らない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、監督員の承諾を得な らない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、監督員の承諾を得な 施工指針（案）により水中打
ければならない。なお、水中打込みを行う場合は必ず静水中で行わなければな ければならない。なお、水中打込みを行う場合は必ず流速５ 以下の静水 ち込みを具体に記述cm/s
らない。 中で、水中落下高さ５０ 以下で行わなければならない。cm

請負者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないよう法尻 ①請負者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないよう法 「斜面崩壊防止工事の設計と4-14 3-4-7
から順序よく施工しなければならない。 尻から順序よく施工しなければならない。 実例」との整合を図り、枠組

②請負者は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰めには 工の施工の留意点を追加
土砂を混入してはならない。
③請負者は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならな
い。
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H15.4.1三重県公共工事共通仕様書改訂内容

ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
請負者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないよう法尻 ①請負者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないよ 「斜面崩壊防止工事の設計と実6-5 1-5-8
から順序よく施工しなければならない。 う法尻から順序よく施工しなければならない。 例」との整合を図り、枠組工の

②請負者は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰め 施工の留意点を追加
には土砂を混入してはならない。
③請負者は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければな
らない。

第２節 追加 日本道路協会 舗装施工便覧（平成１３年１２月） 基準の追加6-15

４．請負者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、アスファルト舗装要綱 ４．請負者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、舗装施工便覧第８ 舗装施工便覧の規定に改訂6-17 2-3-6
第５章の施工及び第９章 半たわみ性舗装工の施工の規定 ・・・・・・ 章 半たわみ性舗装工の規定 ・・・・・・・・・・・・・・・9-2-3 8-3-8、 、

２．請負者は、排水性舗装工の施工にあたっては、アスファルト舗装要綱第５ ２ 請負者は 排水性舗装工の施工にあたっては 舗装施工便覧第８章 舗装施工便覧の規定に改訂6-19 2-3-7 8-3-6． 、 、
章の施工及び第９章 排水性舗装工の施工の規定 ・・・・・・・・ 排水性舗装工の規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・9-5-5 、 、

表 薄膜加熱量変化率 ０．６以上 薄膜加熱量変化率 ０．６以下 誤植6-19 2-1

表 ふるい目呼び寸法 最大粒径（１３） ふるい目呼び寸法 最大粒径（１３） 舗装施工便覧、排水性舗装技術6-21 2-3
２６．５ － ２６．２ － 指針（案）と整合を図るmm mm
１３．２ ９０～１００ １３．２ ９５～１００mm mm

アスファルト量 ５ アスファルト量 ４～６

１．請負者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を １．請負者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害 舗装施工便覧の規定を追加6-22 2-3-8
。 、 、 、除去しなければならない。 物を除去しなければならない なお 基盤が鋼床版の場合は 原則として

５．請負者は、グースアスファルト舗装工の施工にあたっては、アスファルト １種ケレン（ブラスト処理）を施すものとする。
舗装要綱第９章グースアスファルト舗装の規定によらなければならない。 ５．請負者は、グースアスファルト舗装工の施工にあたっては、舗装施工 舗装施工便覧の規定に改訂

。便覧第８章 グースアスファルト舗装の規定によらなければならない8-3-9

表 貫入量試験、貫入量(40℃,52.5kg/5cm2,30分) １～６ 貫入量試験、貫入量(40℃,52.5kg/5cm2,30分) 表層１～４ 基層１～６ 舗装施工便覧と整合を図る6-24 2-8
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H15.4.1三重県公共工事共通仕様書改訂内容

ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
表 幹周（ ） 高さ（ ） 誤植10-4 9-4 cm cm

３．継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるものと ３．継杭の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるも11-10 5-1-4
する。 のとする。なお、溶接は、１２章溶接及び切断を適用するものとする。

５．請負者は、支持杭打設時に規定の打込み深度より支持層深度が浅い場合、 ５．請負者は、支持杭打設において、杭先端が規定の深度に達する前に打
すみやかに監督員に通知し、杭の切断は、その支持に従うものとする。 込み不能となった場合は、すみやかに監督員に通知し、処置方法について

は、その指示に従うものとする。また、請負者は、支持力の測定値が設計
図書に示された支持力に達しない場合は、すみやかに監督員に通知し、処
置方法については、その指示に従うものとする。

６．請負者は、支持杭打設時に規定の打込み深度より支持層深度が深い場合、 ６． 削除
すみやかに監督員に通知し、杭の継足しは、その支持に従うものとする。

７．杭の継足しを行う場合の材料の品質は ・・・・・・・・・・・ ６．杭の継足しを行う場合の材料の品質は ・・・・・・・・、 、

８．請負者は、障害物などにより、打込困難な状況が生じた場合打込みを中断 ８． 削除
するものとする。また、すみやかに監督員に通知し、その指示に従うものとす
る。

１．請負者は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合、それに従 １．請負者は、設計図書に矢板の打込み工法が指定されている場合、それ1 1 - 1 1 5-3-5
～ うものとする。 に従うものとする。なお、設計図書に指定されていない場合には、打込み

、 、 。11-12 地点の土質条件 立地条件 矢板の種類等に応じた工法を選ぶものとする

２．継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによるもの ２．継矢板の継手部の位置、構造及び溶接方法は、設計図書の定めによる
とする。 ものとする。なお、溶接は、１２章溶接及び切断を適用するものとする。

． 、 、追加 ７ ウォータージェットを用いた矢板の施工において 最後の打ち止めは
打ち止め地盤を緩めないように、併用機械で貫入させ、落ち着かせなけれ
ばならない。
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H15.4.1三重県公共工事共通仕様書改訂内容

ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
（別紙） 河川幅の基準を追加23 1 共通編

土工4
河川・海岸3

・砂防土工

掘削工

落橋防止 １７４ページの一番下に追加 （別紙） 落橋防止システムの基準を追加174
システム

スランプ試験 設計図書による スランプ試験 スランプ３ 以上８ 未満：許容差 ±１．５cm221 cm cm1 セメント・

スランプ８ 以上１８ 以下：許容差±２．５cmコンクリート cm cm
（コンクリート舗装の場合）施工 必須

スランプ２．５ ：許容差±１．０cmcm

密度試験 車道－基準密度の９４％を２０回に１回以上の確率で下がっては 密度試験 車道－基準密度の９４％を２０回に１回以上の確率で下がって229 ８ アスファル

ならない。 はならない。ト舗装

歩道－基準密度の９０％を１０回に１回以上の確率で下がっては ＝ ％以上 ＝ ％以上 ＝ ％以上舗設現場 必須 X10 96 X6 96 X3 96.5
ならない。 歩道－基準密度の９０％を１０回に１回以上の確率で下がって

はならない。
＝ ％以上 ＝ ％以上 ＝ ％以上X10 92.5 X6 93 X3 93.5

（別紙） アンカー工の品質管理基準の訂234 １４ アンカー

正工

（別紙） 抑止アンカー工の品質管理基準235 １６ 抑止アン

の改訂カー工

（追加） ２９ 排水性舗装工、３０ プラント再生舗装工、３１ ガス切断工249
３２ 溶接工の 品質管理基準を追加 （別紙）



- 8 -

H15.4.1三重県公共工事共通仕様書改訂内容

ページ 条 平成１４年７月版 改訂（案） 改訂理由
写真管理基 （工事写真の提出部数及び形式） （工事写真の提出部数及び形式） に基づき工事写真の電子265 CALS
準（案） ８．工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。 ８．工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。 納品について改訂

（追加） （３）工事写真の電子納品を行う場合、当面の間、使用する電子媒体はＣ
Ｄ－ とし、提出部数は２部（そのうち１部は工事写真帳〈 提出用〉R CD
に格納）とする。

（工事写真の整理方法） （工事写真の整理方法）
９．工事写真の整理方法は次によるものとする。 ９．工事写真の整理方法は次によるものとする。

（追加） （３）電子媒体で提出する場合は、写真データの閲覧を効率的に行うため
写真データ一覧（サムネール）をＡ－４判縦の用紙に印刷した資料を工事
写真帳〈ＣＤ提出用〉に格納して提出する。ただし、着工前、完成、及び
主要な構造物の写真等、監督員の指示するものは標準（サービス版相当の
大きさとし、Ａ－４判縦の用紙に３枚割付：豆図等含む）で別途印刷し、
工事写真帳〈 ＣＤ提出用〉に格納して提出する。

（電子媒体に記録する工事写真） （電子媒体の作成及び納品方法）
１０．電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については 「デジタル写真 １０．電子媒体の作成及び納品方法については、1-1-44に示す要領・基準、
管理情報基準（案）によるものとする。 （案）等によるものとする。

３４８ページの一番下に追加 落橋防止システムの出来形写真撮影箇所を追加 （別紙）348

第１４号様 ４３２ページの次に追加 （別紙）432-1
式

（別紙） 改定に伴う443 ISOISO14001 環 境
方針

（別紙） 改定に伴う444 ISO運用手順書



出来形管理基準及び規格値

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目 規格値 測定基準 摘要
コンクリート工 基準高 ±２０ 設置する基数の半数/１支承線

厚さ ±２０
幅 ±２０
高さ ±２０

アンカーボルト（鉄筋） 中心のずれ ±２０
アンカー長 ＋２０、－０

設置する基数の半数/１支承線
配置誤差 ±３０

鋼製落橋防止装置製作工 部材長L（ｍ） ±３ 図面の寸法表示箇所で測定

アンカーボルト 中心のずれ ±２０ 設置する基数の半数/１支承線
アンカー長 ＋２０、－０

設置する基数の半数/１支承線
配置誤差 ±３０

道
路
編

道
路
修
繕

橋
梁
修
繕

落
橋
防
止
シ
ス
テ
ム

橋
梁
修
繕

道
路
修
繕

道
路
編

落
橋
防
止
シ
ス
テ
ム



出来形管理写真撮影箇所一覧表

写真管理項目
編 章 節 撮影項目 撮影頻度[時期]
道 道 橋 落 コンクリート工 各部の厚さ、長さ、幅 １支承線毎に１回
路 路 梁 橋 [施工後]
編 修 修 防 アンカーボルト 中心のずれ、アンカー長 １支承線毎に１回

繕 繕 止 [削孔後]
シ 鋼製装置製作工 原寸状況 寸法が替わる毎に1回又は1工事に
ス 1回[原寸時]
テ 製作状況 寸法が替わる毎に1回又は1工事に
ム 1回[製作時]

摘要工種



ページ 条 平成１４年７月版（現行） 改訂（案） 改訂理由
３．水道施設の浄水施設・送水施設に使用する資機材等は、
「水道施設の技術的基準を定める省令（平成１２年厚生省令
第１５号）」第１条第１７号ハに適合することを証明する資料を、
監督員に提出しなければならない。
 だたし、設計図書において「浸出試験の必要なし」と明記
した場合は、この限りでない。

７－１ １－１－４ 境界工 １－１－４ 削除 引用明記の為削除
７－２ ２－２－１ 第２節 コンクリート 第２節 削除 第１編２－９－１，５－３－１と重複
７－６ ３－４－１ ２．（３）人孔は、路肩側への出入りや作業の・・・ ２．（３） 人孔は、出入りや作業の・・・ 一部削除

２．塗覆装 ２．塗覆装
（１）内面塗装はJIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） （１）内面塗装はJIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）
とする。 、JWWA A 113（水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）

の規格によるものとする。
２．塗覆装 ２．塗覆装
（１）イ エポキシ樹脂粉体塗装はJIS G 5528（ダクタイル鋳鉄管 （１）イ エポキシ樹脂粉体塗装はJIS G 5528（ダクタイル鋳鉄管
内面エポキシ樹脂粉体塗装）の規格によるものとする。 内面エポキシ樹脂粉体塗装）、JWWA G 112（水道用ダクタイル

鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装）の規格によるものとする。
２．塗覆装 ２．塗覆装
（１）ア モルタルライニングはJIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モル （１）ア モルタルライニングはJIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モル
タルライニング）とする。 タルライニング）、JWWA A 113（水道用ダクタイル鋳鉄管モル

タルライニング）の規格によるものとする。
２．塗覆装 ２．塗覆装
（１）イ エポキシ樹脂粉体塗装はJIS G 5528（ダクタイル鋳鉄管 （１）イ エポキシ樹脂粉体塗装はJIS G 5528（ダクタイル鋳鉄管
内面エポキシ樹脂粉体塗装）の規格によるものとする。 内面エポキシ樹脂粉体塗装）、JWWA G 112（水道用ダクタイル

鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装）の規格によるものとする。
配管作業に従事する配管工は、豊富な実務経験と知識を有した 配管作業に従事する配管工は、豊富な実務経験と知識を有する
もので、工事着手前に監督員に通知しなければない。 もので、工事着手前に工事経歴書を監督員に提出しなければ

ならない。
１．直管はJIS G 3443（水輸送用塗覆装鋼管）の規格品とし、管 １．直管はJIS G 3443（水輸送用塗覆装鋼管）、JWWA G 117
厚は設計図書によるものとする。 （水道用塗覆装鋼管）の規格品とし、管厚は設計図書による

ものとする。
２．異形管はJIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管の異形管）の規 ２．異形管はJIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管の異形管）
格品とし、管厚は設計図書によるものとする。 、JWWA G 118（水道用塗覆装鋼管の異形管）の規格品とし、

管厚は設計図書によるものとする。
３．上記以外の管を使用する場合は、設計図書によるものとする。 ３．上記以外の管を使用する場合は、設計図書によるものとする。

なお、管端ステンレス鋼付鋼管を使用する場合は、WSP
065(管端ステンレス鋼付水道用鋼管の指針)の規格による
ものとする。

三重県公共工事共通仕様書改訂内容 Ｈ１５．４．１（第７編 水道・工業用水道編）

７－９ ４－２－１

７－９ ４－２－３

７－１

厚生省令（浸出試験）に係る追記

７－９ ４－２－２ 厚生省令（浸出試験）に係る追記

厚生省令（浸出試験）に係る追記

７－９ ４－２－３ 厚生省令（浸出試験）に係る追記

７－１０ ４－３－１ 工事経歴書の提出で、実務経験を確認

７－２１ ４－５－１ 厚生省令（浸出試験）に係る追記

７－２１ ４－５－１ 厚生省令（浸出試験）に係る追記

７－２１

厚生省令（浸出試験）に係る追記１－１－３

４－５－１ 管端ＳＵＳ管規格を追記



ページ 条 平成１４年７月版（現行） 改訂（案） 改訂理由
管フランジは、JIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管の異形管）及び 管フランジは、JIS G 3451（水輸送用塗覆装鋼管の異形管）
JIS B 2210（鉄鋼製管フランジの基準寸法）の規格に適合するも 、JWWA G 118（水道用塗覆装鋼管の異形管）及びJIS B
のとする。 2210（鉄鋼製管フランジの基準寸法）の規格に適合するものと

する。
３．バタフライ弁は、JIS B 2064 （水道用バタフライ弁）に定める ３．バタフライ弁は、JWWA B 138 （水道用バタフライ弁）に定める
バタフライ弁とし、その仕様は設計図書によるものとする。 バタフライ弁とし、その仕様は設計図書によるものとする。

空気弁 急速空気弁
１．空気弁は、JIS B 2063（水道用空気弁）の規格品とし、その 急速空気弁は、JWWA B 137（水道用急速空気弁）の規格品とし、
仕様は設計図書によるものとする。 その仕様は設計図書によるものとする。

使用する材料については、WSP 007（水管橋設計基準）及びWSP 使用する材料については、WSP 007（水管橋設計基準）及びWSP
053(ステンレス水管橋)の規格に適合したものを使用するもの 053(ステンレス鋼水管橋)の規格に適合したものを使用するもの
とする。 とする。

なお、管端ステンレス鋼付鋼管を使用する場合は、WSP
 065(管端ステンレス鋼付水道用鋼管の指針)の規格による
ものとする。

現場塗装 上塗り の欄
Ｌ－１の項 １８０ｇ／ｍ2  ２５μｍ Ｌ－１の項 １５０ｇ／ｍ2  ２５μｍ 色 シルバー 現状塗装仕様に修正
Ｌ－２の項 １３０ｇ／ｍ2  ２５μｍ Ｌ－２の項 １００ｇ／ｍ2  ２０μｍ 色 シルバー
Ｌ－３の項 １３０ｇ／ｍ2  ２５μｍ Ｌ－３の項 １００ｇ／ｍ2  ２０μｍ 色 シルバー 色 シルバーの明記
Ｓ－１の項 １６０ｇ／ｍ2  ２５μｍ Ｓ－１の項 １２０ｇ／ｍ2  ２５μｍ

７－３５ 現状塗装仕様に修正
７－３６ 色 シルバーの明記

７－３３ 表６－１

７－３０ ４－７－１ 厚生省令（浸出試験）に係る追記

JIS B 2064規格廃止に伴う修正

７－３１ ５－２－３ JIS B 2063規格廃止に伴う修正

７－３２ ６－２－１

７－３１ ５－２－１

表７－１ 表７－１全面改訂（別紙）

管端ＳＵＳ管規格を追記

誤記の訂正



表７－１全面改訂
塗装系素地調整 下塗り（第１層） 下塗り（第２層） 下塗り（第３層） 中塗り 上塗り 適用場所

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 120g/m2 30μm 110g/m2 25μm
Ａ

陸上部
（１） 140g/m2 35μm 140g/m2 35μm

（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm
（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 90g/m2 15μm 90g/m2 15μm
Ｂ

陸上部
（２） 140g/m2 35μm 140g/m2 35μm

（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm
（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 120g/m2 30μm 110g/m2 25μm
Ｃ

陸上部
（３） 140g/m2 35μm 140g/m2 35μm

（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm
（鋼材面露出部のみ）

鉛系さび止め
ペイント１種

長油系フタル酸
樹脂塗料 中塗

長油系フタル酸
樹脂塗料 上塗

３種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

２種

鉛系さび止め
ペイント１種

４種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

アルミニウム
ペイント 中塗

アルミニウム
ペイント 上塗

建物のサッシ、ドア
類・門柵類の鋼構造
物・水に面していな
いバルブ操作台

薬品タンク、燃料タ
ンクの外面

２種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

シリコンアルギド
樹脂塗料 中塗

シリコンアルギド
樹脂塗料 上塗

塗装系Ａと同じ

長油系フタル酸樹脂
塗料と比較して耐候
性に優れていること
から塗膜の色や光沢
を保持する場合に用
いる。３種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

２種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

３種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

４種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種

４種

鉛系さび止め
ペイント１種

鉛系さび止め
ペイント１種



表７－１全面改訂
塗装系素地調整 下塗り（第１層） 下塗り（第２層） 下塗り（第３層） 中塗り 上塗り 適用場所

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 170g/m2 35μm 150g/m2 
Ｄ 25μm 

色 シルバー
内陸部
（１） 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm

（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 140g/m2 30μm 100g/m2
Ｅ 20μm

色 シルバー
内陸部
（２） 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm

（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 250g/m2 45μm 170g/m2 35μm 150g/m2
Ｆ 25μm

色 シルバー
高湿部
（３） 140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 250g/m2 45μm

（鋼材面露出部のみ）

140g/m2 35μm 140g/m2 35μm 250g/m2 45μm
（鋼材面露出部のみ）

塩化ゴム系塗料
中塗

塩化ゴム系塗料
上塗

塩化ゴム系塗料
中塗

塩化ゴム系塗料
上塗

鉛系さび止め
ペイント ２種

フェノール樹脂
ＭＩＯ塗装

鉛系さび止め
ペイント ２種

鉛系さび止め
ペイント ２種

フェノール樹脂
ＭＩＯ塗装

鉛系さび止め
ペイント ２種

鉛系さび止め
ペイント ２種

フェノール樹脂
ＭＩＯ塗装

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

鉛系さび止め
ペイント ２種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

２種

３種

４種

変性エポキシ
樹脂塗料

３種

４種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

２種

３種

４種

２種

ポリウレタン
樹脂塗料 中塗

ポリウレタン
樹脂塗料 上塗

変性エポキシ
樹脂塗料

飛来塩分の影響を受
けない内陸部の水管
橋

飛来塩分の影響を受
けない内陸部の水管
橋

バルブ、ポンプ、機
械類で水面に面して
いるもの・地下室等
高湿部にある管、バ
ルブ及び機械類・地
上の露出配管



表７－１全面改訂
塗装系素地調整 下塗り（第１層） 下塗り（第２層） 下塗り（第３層） 中塗り 上塗り 適用場所

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 140g/m2 30(35)μm 100g/m2
Ｇ 20μm

色 シルバー
高湿部
（２） 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm

（鋼材面露出部のみ）
臨海部
（１）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 140g/m2 30μm 120g/m2 25μm
Ｈ

高湿部
（３） 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm

（鋼材面露出部のみ）
臨海部
（１）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
Ｉ

水中部
（３） 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm

（鋼材面露出部のみ）

200g/m2 50μm 200g/m2 50μm 200g/m2 50μm
（鋼材面露出部のみ）

ポリウレタン
樹脂塗料 中塗

ポリウレタン
樹脂塗料 上塗

４種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

３種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

２種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

４種

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

変性エポキシ
樹脂塗料

３種

４種

２種

３種

２種

エポキシ樹脂
塗料上塗１層

エポキシ樹脂
塗料上塗２層

気体塩素に接触する
鋼構造物（サッシ、
ドア、バルブ等）・
飛来塩分の影響を受
ける環境にある水管
橋
（ ）は臨海部

飛来塩分の影響の多
い臨海部の長期防錆
を必要とする水管橋

常に水中に没する鋼
材部

ふっ素樹脂塗料
中塗

ふっ素樹脂塗料
上塗



                                            
単位：mm 

編 章 節 条 枝番    工   種   測 定 項 目         規 格 値    測 定 基 準  測 定 個 所  摘 要 

  
基 準 高 ▽ 

 
法長Ｌ 
 Ｌ < ５ｍ 
 Ｌ ≧ ５ｍ 
 
 
幅 
 Ｗ＜１０ｍ 
 Ｗ≧１０ｍ 

 
±５０ 
 
  

―２００ 

―４％ 

 

 

 

－１００ 

－２００ 

１ 
共 
通 
編 

４ 
土 
工 
 

３ 
河 
川 
・ 
海 
岸 
・ 
砂  
防 
土 
工 
 

２  掘削工（切土工） 

  

 

施工延長４０m（測点間隔２
５mの場合は５０m）につき
１箇所、延長４０m（又は５
０m）以下のものは１施工箇
所につき２箇所。 
基準高は掘削部の両端で測

定。 
 

     
                    
       Ｗ 
 
 Ｌ       Ｌ 
             

 

             
 
 













第１４号様式 
 
 
 

 
 

電 子 媒 体 納 品 書 
 
監督員  ○○ ○○ 様 

 
 
 

請負者（住所） 
（氏名） 

 
（現場代理人氏名）   ○○ ○○    印 

下記のとおり電子媒体を納品します。 
 

記 
 

工 事 名 平成 15年度 ○○工事 CORINS登録番号 1234-56789 

電子媒体の種類 規 格 単 位 数 量 作 成 年 月 日 備 考 
ＣＤ－Ｒ 700MB 部 2 2003年 4月 1日 ＣＤ－Ｒは 1枚／部です。 
      
      
      
      
      
      

 
（備考） 工事写真のみの電子納品です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




